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批

評

・

紹

介

通
制
係
格
の
研
究
詳
註

第
一
冊
昭
和
三
十
九
年
十
二
月
東
京

中
園
刑
法
志
研
究
曾

A
5
剣

四

O
一

頁
小
林
高
四
郎
、
岡
本
敬
二
編

第
二
冊
昭
和
五
十
年
三
月
東
京
図
書

刊
行
曾

A
5
判

三

七

O
頁

岡

本

敬

二
編

第
三
冊
昭
和
五
十
一
年
三
月
東
京
圏

書
刊
行
曾

A
5
刊
本
文
二
七
四
頁

索
引
一
二
八
頁
岡
本
敬
二
編

木
骨
一
国
は
大
元
遇
制
係
格
(
三
十
谷
、
第
一

容
開
。
以
下
通
制
係
格
と
通
稽
す

る
)
の
課
註
書
で
あ
る
。
遇
制
篠
格
は
元
代
の
法
令
書
で
あ
り
、
元
代
に
編
纂

さ
れ
た
大
元
経
世
大
典
の
係
絡
部
分
の
現
存
せ
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
本
書

の
紹
介
に
先
だ
ち
周
知
の
こ
と
な
が
ら
通
制
係
格
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、
元
代

史
料
上
に
占
め
る
地
位
を
中
心
に
紹
介
す
る
こ
と
に
す
る
。
遇
制
機
格
に
つ
い

て
は
つ
と
に

①
安
部
健
夫
『
大
元
遇
制
解
説
|
新
刊
本
「
遇
制
機
格
」
の
紹

介
に
代
へ
て
』
(
元
代
史
研
究
)
に
詳
論
さ
れ
て
あ
り
、
そ
の
法
典
と
し
て
の
性

格
に
つ
い
て
は
こ
こ
に
賛
言
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
元
代
法
制
史
料
上

に
占
め
る
地
位
に
つ
い
て
も
、
右
の
外
、

②
{
女
部
健
夫
『
元
史
刑
法
志
と
「
元

律
」
と
の
関
係
に
就
い
て
』
(
同
右
)
@
岡
本
敬
二
『
元
史
刑
法
志
の
系
譜
』

(
元
史
刑
法
士
山
の
研
究
課
註
〉

④
『
「
遇
制
係
格
」
と
「
元
典
章
」
』
(
鎌
田
博

士
還
暦
記
念
歴
史
皐
論
叢
)
な
ど
に
よ
っ
て
か
な
り
明
ら
か
に
さ
れ
て
あ
る
。

元
代
の
諸
法
令
は
周
知
の
如
く
制
詔
、

係
格
、
断
例
等
か
ら
な
り
、
ま
た
そ

れ
ら
は
(
大
)
元
(
聖
政
園
朝
)
典
章
、
遇
制
係
格
、
元
代
白
話
碑
集
録
、
廟

事
典
誼
等
に
そ
の
大
部
乃
至
一
部
が
採
録
さ
れ
て
現
存
す
る
。
こ
れ
ら
の
史
籍

は
い
づ
れ
も
元
代
研
究
の
根
本
史
料
で
あ
り
な
が
ら
難
解
を
も
っ
て
き
こ
え
、

謬
註
乃
至
校
注
書
の
刊
行
が
切
望
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
校
定
本
元
典
章

刑
部
第
一
、
二
冊
及
び
本
研
究
謬
註
書
が
刊
行
さ
れ
て
大
き
く
そ
の
突
破
口
を

開
い
た
も
の
の
、
今
な
お
中
園
史
研
究
者
の
容
易
な
侵
入
を
許
さ
な
い
。
就
中

元
血
ハ掌
と
通
制
係
格
と
は
密
接
な
閥
係
に
あ
り
、
と
も
に
利
用
債
値
が
最
も
高

く
、
屡
々
一
充
代
研
究
に
引
用
さ
れ
な
が
ら
も
、
た
え
ず
一
抹
の
釆
慣
熟
感
と
不

充
足
感
と
を
讃
者
に
味
わ
せ
る
程
の
難
文
を
も
っ
て
充
満
さ
れ
て
あ
る
、
と
言

っ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。
爾
書
は
先
掲
白
②
や
⑤
山
崎
忠
「
別
里
寄
文
字

放
」
(
東
方
翠
報
京
都
二
十
四
〉
等
に
論
ぜ
ら
れ
で
あ
る
如
く
、
同
一
法
源
に

も
と

e

つ
い
て
い
る
が
、
雨
書
の
諮
係
文
に
は
雌
見
方
に
つ
け
ら
れ
た
も
の
と
一
方

に
の
み
し
か
採
録
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
が
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
係
文
数

は
元
典
章
(
係
数
二
千
六
百
絵
、
後
出
⑬
に
よ
る
)
に
多
く
、

遇
制
傑
格

(係

数
六
百
五
十
三
、
本
謬
註
霊
園
に
よ
る
)
は
こ
れ
に
比
す
れ
ば
進
に
少
な
い
。
史

料
償
値
ひ
い
て
は
利
用
度
も
元
典
章
の
方
が
一
般
的
に
高
い
と
み
て
大
過
な
い

が
、
遇
制
傑
格
に
は
元
典
章
に
は
み
え
ぬ
篠
文
が
多
い
。
(
そ
の
数
比
は
全
傑

文
の
封
比
検
討
の
結
果
が
未
だ
公
刊
さ
れ
て
い
な
い
の
で
明
確
で
は
な
い
が
、

本
葬
註
は
ほ
ぼ
そ
の
責
を
果
し
て
い
る
。)

①
に
よ
れ
ば
「
試
み
に
、
遇
制
係

格
の
戸
令
凡
て
一
百
二
十
五
係
を
と
っ
て
、
元
典
章
の
篠
規
に
封
比
し
て
み
た

と
こ
ろ
、
そ
の
中
約
三
分
の
一
ま
で
は
雨
者
に
共
存
す
る
。
こ
れ
に
錬
っ
て
も

遇
制
と
典
章
と
が
同
一
法
源
に
卸
い
て
別
個
の
程
式
の
下
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
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で
あ
る
事
は
明
ら
か
で
あ
る
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
を
逆
用
さ
せ
て
頂
け
れ
ば
、

通
制
篠
格
の
戸
令
の
み
で
、
一
百
二
十
五
傑
中
約
三
分
の
こ
の
元
典
章
に
は
見

え
ぬ
係
文
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
さ
ら
で
だ
に
す
ぐ
れ
た
遇
制

篠
格
の
史
料
償
値
を
更
に
高
め
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
元
典
章
と
遇
制
篠
格
と

に
共
存
す
る
係
文
を
針
比
す
れ
ば
、
往
々
に
し
て
文
字
の
出
入
差
異
が
あ
り
、

文
章
量
か
ら
言
え
ば
一
般
に
通
制
係
格
の
方
が
少
く
、
同
一

法
源
に
依
銭
し
な

が
ら
よ
り
簡
略
化
さ
れ
て
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
が
、
一
係
文
の
詳
細
な
検

討
に
よ
れ
ば
誤
脱
は
む
し
ろ
元
典
章
の
方
に
多
い
と
い
う
(
③
と
④
と
に
よ

る
。
雨
論
放
と
も
元
典
章
は
沈
刻
元
典
章
と
そ
れ
を
校
勘
し
た
陳
垣
「
元
典
章

校
補
」
と
に
よ
っ
て
い
る
。
と
い
っ
て
元
刻
本
元
典
章
に
よ
れ
ば
誤
脱
が
は
る

か
に
減
少
す
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
)
ま
た
岡
本
数
二
教
授
は
、
雨
書
に

共
存
の
篠
文
中
に
は
同
一

法
源
に
依
嬢
し
な
が
ら
、
文
書
日
付
の
差
の
あ
る
も

の
が
多
く
、
中
に
は
い
づ
れ
か
一
方
の
誤
り
と
認
め
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
が
、

む
し
ろ
二
J
一
一
一
月
差
の
も
の
が
意
外
に
多
い
こ
と
か
ら
一
方
(
通
制
係
格
)
が

公
布
日
付
、
他
方
(
元
典
章
)
が
受
領
日
付
と
推
論
さ
れ
る
と
指
摘
さ
れ
た
。

こ
の
こ
と
か
ら
し
て
も
、
商
書
に
共
存
す
る
係
文
の
封
比
の
必
要
性
が
認
め
ら

れ
る
。
元
典
章
は
遇
制
篠
格
に
比
す
れ
ば
は
る
か
に
大
部
の
も
の
で
あ
り
、
そ

の
篠
文
は
一問
書
に
共
存
の
場
合
に
は
一
般
に
よ
り
長
文
で
あ
る
か
ら
、
通
制
係

格
は
元
典
章
に
一
歩
を
譲
る
け
れ
ど
も
、
右
に
述
べ
た
諸
鮎
か
ら
し
て
も
こ
れ

に
比
肩
す
る
史
料
僚
値
を
有
す
る
も
の
と
許
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
経

世
大
典
の
傑
格
部
分
に
外
な
ら
ぬ
通
制
臨時
格
は
、
同
じ
経
世
大
典
か
ら
採
録
さ

れ
た
永
幾
大
典
所
牧
の
「
姑
赤
」
篇
等
や、

経
世
大
典
の
窓
典
に
よ
っ
た
元
史

刑
法
志
、
或
は
経
世
大
典
に
依
録
す
る
と
こ
ろ
多
大
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
元
史

志
類
と
濃
厚
な
脈
絡
が
あ
り
、
ま
た
場
合
に
よ
っ
て
は
、
遇
制
係
格
や
元
典
章

乃
至
雨
霊
園
共
通
の
法
源
か
ら
採
録
さ
れ
た
と
み
な
し
得
る
記
事
が
元
史
の
志
類

ー
一
例
を
掌
.
け
れ
ば
元
史
食
貨
志
農
桑
ー
に
見
え
る
。
(
⑦
あ
⑤
及
び
@
市
村

讃
次
郎
『
元
朝
の
貫
録
及
び
経
世
大
典
に
就
き
て
』
〈
箭
内
亙
者
蒙
古
史
研
究

附
録
〉
等
に
よ
る
〉

原
典
の
紹
介
は
以
上
に
と
ど
め
、
次
に
本
謝
辞
註
書
の
紹
介
に
入
る
。
そ
れ
に

は
戦
後
の
元
代
史
研
究
の
二
大
潮
流
の
紹
介
か
ら
は
じ
め
る
の
が
遁
嘗
で
あ
ろ

う
。
元
典
章
と
通
制
佐保
格
と
は
元
代
の
根
本
史
料
で
あ
り
な
が
ら
共
に
難
解
の

蒙
文
直
謬
穏
と
吏
般
慢
に
満
ち
、
そ
の
本
格
的
讃
解
は
戟
後
に
は
じ
ま
っ
た
と

い
っ
て
よ
い
。
先
鞭
を
つ
け
推
進
し
た
の
は
京
都
大
拳
人
文
科
事
研
究
所
に
組

織
さ
れ
た
元
典
章
研
究
班
で
あ
り
、
そ
の
最
初
の
成
果
は
昭
和
二
十
九
年
二
月

護
刊
の
東
方
摩
報
京
都
第
二
十
四
冊
〈
い
わ
ゆ
る
元
典
章
特
輯
鋭
)
で
あ
る
。

京
都
大
皐
に
は
羽
田
亨
博
士
以
来
の
蒙
古
史
、
元
代
史
研
究
の
傍
統
が
あ
り
、

そ
れ
を
引
き
継
い
だ
同
班
研
究
者
諸
氏
の
諸
業
績
に
よ

っ
て
、
元
典
章
は
次
第

に
そ
の
扉
を
開
き
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
呼
隠
し
て
、
那
珂
通
世
、
有

高
級
爾
博
士
以
来
の
蒙
古
史
、
元
代
史
研
究
の
皐
燈
を
う
け
つ
い
だ
東
京
教
育

大間
竿
に
お
い
て
は
、
小
竹
文
夫
、
岡
本
敬
二
爾
氏
を
中
心
に
、
小
林
高
四
郎
氏

を
招
い
て
、
昭
和
三
十
三
年
か
ら
中
園
刑
法
士山な
ら
び
に
元
代
史
の
研
究
曾
を

組
織
し
、
そ
の
最
初
の
成
果
を
問
三
十
六
年

『元
史
刑
法
志
の
研
究
謬
註
』
と

し
て
世
に
問
う
た
。
ま
た
そ
の
聞
の
同
三
十
五
年
よ
り
遇
制
篠
格
に
取
り
く
ん

で
同
三
十
八
年
に
講
諸
酬を
お
え
た
。
本
書
は
そ
の
成
果
の
一
端
で
あ
る
。
本
研

究
曾
の
メ
ム
パ
l
は
左
の
如
く
で
あ
り
、

砕曲
初
か
ら
現
在
ま
で
ほ
と
ん
ど
か
わ

っ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
小
竹
文
夫
、
岡
本
敬
二
、
小
林
高
四
郎
、
小
林
新

三
、
長
瀬
守
、
大
薮
正
哉、

野
口
銭
郎
、
大
川
富
士
夫
、
海
老
海
哲
雄
、
古
森

利
貞
、
池
内
功
の
諸
氏
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
本
研
究
課
註
が
曾
員
諸
氏
個

々
人
の
長
年
に
わ
た
る
精
力
的
研
績
に
負
う
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
が
、
同
時
に
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
成
果
で
あ
る
こ
と
を
一示
す
も
の
で
あ
り
、
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加
え
て
木
研
究
課
注
が
成
る
な
味
で
の
一
良
性
を
有
す
る
こ
と
を
傍
設
す
る
も

の
で
あ
る
。

本
μ
川は
入土三
問
、
本
文

一
O
五
四
頁
、
索
引
二
一
八
口
の
膨
大
な
も
の
で
あ

り
、
十
六
年
の
長
年
月
を
貸
し
て
な
っ
た
針
作
で
あ
る
。
そ
の
倒
裁
排
列
を
み

る
に
、

底
本
と
し
た
民
図
十
九
年
図
立
北
卒
川
苫
飴
影
印
本
の
順
序
に
し
た
が

っ
て
、
大
元
通
制
序
〈
元
文
矧
よ
り
引
い
て
谷
頭
に
附
放
せ
る
も
の
)
、
戸
令
、

感
令
、
選
血
中
、
軍
防
、
儀
制
、
衣
服
、
政
令
、
倉
庫
、
既
牧
、
国
令
、
賦
役
、

開
市
、
捕
亡
、
賞
令
、
密
集
、
飯
寂
7

、
雑
令
、
街
道
、

営
繕
の
順
に
飾
文
を
な

ら
ベ
、
各
係
文
に
通
し
番
放
を
う
ち
、
底
本
の
谷
帝
京
を
併
記
す
る
。
各
僚
は
ま

づ
原
文
に
句
鮎
を
施
し
、
次
に
原
文
の
意
を
損
ね
な
い
よ
う
苦
心
し
た
現
代
諾

禄
を
鍋
げ
、
最
後
に
註
を
列
ね
る
。
本
棚
押
註
の
特
色
は
左
の
如
く
で
あ
る
。

付
朝
時
は
苦
心
の
あ
と
が
察
せ
ら
れ
る
好
謬
で
あ
る
。
ま
た
詳
を
現
代
語
風
に

し
た
の
は
、
よ
り
解
り
易
く
あ
ら
し
め
ん
と
志
し
、
し
か
も
こ
の
方
が
口
語
的

文
健
に
富
む
原
文
の
感
じ
を
よ
く
表
わ
せ
る
と
考
え
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

蒙
文

直
割
問
憾
と
吏
版
協
と
か
ら
な
る
い
わ
ゆ
る
元
典
章
ス
タ
イ
ル
の
文
章
に
馴
染
み

苅
い
者
に
も
、
ま
た
或
る
粍
度
馴
染
ん
だ
者
に
も
共
に
文
言
瓜
の
諜
よ
り
は
理

解
し
易
い
(
謀
者
が

い
か
な
る
意
味
に
解
し
て
い
る
か
が
わ
か
る
の
で
)
。

そ

れ
ゆ
え
本
書
は
、
⑦
田
中
謙
二
「
蒙
文
直
諌
僅
に
お
け
る
白
話
に
つ
い
て
」

(
東
洋
史
研
究

一
九
の
四
)

③
「
元
典
章
文
書
の
構
成」

(
同
右
二
三
の
問
)

⑨
「
元
典
掌
に
お
け
る
京
文
直
諜
仰
の
文
章」

(
東
方
町
学
級
三
二
、
佼
定
本
元

典
章
刑
部
第

一
附
別
山
)

宮
古
川
幸
次
郎

「
元
典
章
に
見
、え
た
漢
文
吏
脳
の

文
健
」
(
東
方
事
級
二
四
、
佼
定
本
元
典
章
刑
部
第

一
附
別
問
)
岩
村
忍
「
元

典
章
刑
部
の
研
究
」
(
東
方
開
予
報
二
四
)
安
部
健
夫

「
誠
元
典
章
札
記
三
則
」

(
元
代
史
研
究
)
な
ど
の
議
論
考
と
共
に
、
蒙
文
直
謬
館
、
吏
脱
慨
に
習
熟
す

る
た
め
の
好
個
の
文
献
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
数
多
の
キ
イ

・
ワ
l
ド
を

興
え
て
く
れ
る
。

口

註

は
附
に
約
机
の
唱
が
目
立
つ
が
、
お
し
な
べ
て
言
え
ば
一光
代
史
専
攻
者

の
み
な
ら
ず
、
ひ
ろ
く
中
国
史
を
専
攻
す
る
者
に
と
っ
て
も
本
文
理
解
の
一
助

と
な
る
よ
う
に
配
慮
さ
れ
て
あ
り
、
内
外
研
究
者
の
業
績
を
よ
く
引
用
参
照
し

て
あ
る
。
と
く
に
中
文
と
欧
文
文
献
を
博
捜
し
た
と
こ
ろ
に
一
特
色
が
あ
る
。

ま
た
通
制
係
格
そ
の
も
の
が
、
法
胤
ハの
名
の
も
と
に
、
政
治
、
枇
命
日、
経
済
、

風
俗
文
化
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
内
容
を
含
む
た
め
、
註
穆
に
は
該
博
の
知
識
の

上
に
な
お
訪
索
の
苦
心
を
要
し
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
本
課
註
に
は
閥
速
す

る
内
外
務
文
献
を
博
慢
し
た
苦
心
の
跡
が
う
か
が
わ
れ
、
こ
こ
に
も
チ

ー
ム
ワ

ー
ク
の
成
果
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

同
率
直
に
言
え
ば
、
第
一

怖
に
比
し
第
二
、
三
冊
の
方
が
で
き
ば
え
が
よ

い
。
こ
れ
は
第
一

冊
が
説
了
後
間
も
な
く
刊
行
さ
れ
た
の
に
比
し
、
後
者
は
時

間
的
徐
裕
を
得
た
た
め
、
よ
り
恒
重
に
補
訂
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
と
、
ま

た
第
三
冊
の
序
に
い
う
如
く
、
京
都
大
皐
人
文
科
皐
研
究
所
教
授
問
中
謙
二
博

士
と
の
慰
問
交
流
を
得
た
こ
と
に
由
る
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
こ
こ
に
筆
者
が

本
線
註
を
元
代
史
研
究
に
お
け
る
東
京
教
育
大
翠
、
京
都
大
泉
の
二
大
潮
流
交

流
の
成
果
と
し
て
も
許
債
し
た
い
根
擦
が
あ
る
。

戦
後
、
元
典
章
と
一
遇
制
限
格
に
代
表
さ
れ
る
元
代
法
典
類
が
吾
人
に
開
放
さ

れ
は
じ
め
た
の
は
、
元
胤
ハ章
研
究
班
の
諸
業
績
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
繰

り
返
す
ま
で
も
な
い
が
、
本
研
究
課
註
書
の
滋
刊
は
、
同
鉦
の
「
東
方
同
学
報
二

四
元
県
掌
特
僻
腕
」
及
び
そ
れ
を
ひ
き
つ
ぐ
校
刊
本
元
典
章
刑
部
(
倒
階
級
中
)

の
後
刊
と
な
ら
ん
で
、
中
園
史
研
究
と
り
わ
け
元
代
史
研
究
者
に
は
か
り
し
れ

な
い
思
惑
を
輿
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
烏
濡
が
ま
し
い
表
現
な
が
ら
、
筆
者
は

こ
れ
を
高
く
評
価
す
る
。
最
後
に
筆
者
の
気
づ
い
た
若
干
の
疑
問
黙
乃
至
殺
謹

を
列
記
し
て
、
本
書
評
へ
の
貨
の
一
端
を
果
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
す
る
。

。oqa 



第
一
慨

二
O
二
頁
M
行
(
以
下
数
字
の
み
を
掲
げ
る〉

閣
庫
」
が
正
し
い
。

ニ
O
五

3

「
儒
撃
提
穆
は
・
・
の
ち
に
直
感
と
名
を
改
め
た
」
と
あ
る
の

は
誤
り
。
直
撃
は
最
下
級
の
摩
官
で
あ
り
、

道
四
半
位
に
置
か
れ
た
儒
皐
提

翠
は
地
方
に
配
置
さ
れ
た
祭
官
の
最
高
峨
で
あ
る
。
ま
た
儒
同学
提
穆
司
は

道
単
位
に
置
か
れ
る
の
が
普
通
で
、
路
府
州
鯨
岡
単
位
に
は
置
か
れ
な
い
。

た
だ
し
南
宋
征
服
直
後
の
短
期
間
江
南
の
一
部
地
域
で
は
路
分
に
置
か
れ

た
こ
と
が
あ
る
。

主セ

二
六
三

6

「
:
・・三
品
に
至
っ
て
止
め
、
本
の
等
に
於
い
て
流帥押
す
る
」

そ

と
あ
る
の
は
コ
二
口
聞
に
至
れ
ば
、
止
だ
本
の
等
に
於
い
て
流
鱒
す
る
」
と

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

〈
原
文
〉
諸
白
玖
品
依
例
迂
至
三
品
止
於
本
等
流

脚。

二
八
三

2

「委
官
は
、
是
否
民
俗
を
緋
怒
し
」
と
あ
る
の
は
「
委
官
は
、

鴻
の
是
否
民
備
を
緋
じ
」
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
〈
原
文
〉
委
官
緋
慾
是

否
輿
備
。

二
八
四

5

総
司
に
つ

い
て

「
総
司
と
は
、
行
省
と
路
の
中
間
に
位
置
す
る

行
省
の
出
先
機
闘
で
あ
る
宣
慰
司
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
」

と
あ
る
が
、
線
司
と
は
廉
訪
司
の
こ
と
で
あ
る
。
元
代
で
は
道
ご
と
に
置

か
れ
た
監
察
衛
門
廉
訪
司
の
こ
と
を
、
道
内
の
路
分
に
分
宣
さ
れ
た
(
燦

訪
)
分
司
に
削
到
し
て
(
厳
訪
)
総
司
と
裕
す
る
こ
と
が
多
い
。
分
司
あ
っ

て
の
総
司
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
宣
慰
司
に
は
分
司
が
な
い
。
強
い
て
言

え
ば
厳
訪
司
の
分
司
に
相
笛
す
る
の
が
宣
慰
司
で
は
路
(
線
管
府
)
で
あ

る
け
れ
ど
も
、
路
を
分
司
と
よ
ぶ
こ
と
は
な
い
。

三
九
六

「
職
事
散
官
は

一
高
に
従
う
」
と
あ
る
の
は

「
職
事
(
官
)
は

139 

「管
勾
架
庫
」
は
「
管
勾
架

7 

散
官
よ
り
一
高
に
従
う
」
と
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。

事
散
官
従
ご
局
。

〈原
文
〉
職

第
二
冊

一一一一

2

首
領
官
の
例
と
し
て
引
く
な
ら
ば
、
「
典
吏
」
は
、

吏
を
統
率
す
る
)
「
典
史」

と
す
る
方
が
安
嘗
で
あ
ろ
う
。

一一一一

3

「
管
勾
架
庫
」
は

「
管
勾
架
悶
庫
」
が
正
し
い
。

二
九

9

「
御
肇
史
」
は

「
御
史
肇
」
の
倒
で
あ
る
。

七
二

8

『
穀
原
典
に
は
「
谷
」
と
あ
る
が
、
意
味
を
と
っ
て

「
穀」

に
し
た
』
と
あ
る
が
、
元
典
章
刑
部
、
東
山
集
に
は
穀
↓
谷
の
用
例
が
あ

る
。

一
四
七

l

「
非
研
伐
」
は
「
非
理
祈
伐
」
が
正
し
い
。

一
八
三

日

「
参
議
は
極
密
院

・
宣
政
院
・
大
穂
宗
糟
院
に
二
員
ず
つ
遣
か

れ
た
職
で
あ
る
」
と
あ
る
が
、
元
史
百
官
志
中
書
省
僚
に
よ
れ
ば
、
参
議

中
審
省
事
が
中
統
元
年
以
来
置
か
れ
て
あ
る
。

一
九
五

5

「
軍
民
緩
民
」
は
「
軍
馬
箆
民
」
が
正
し
い
。

一
九
五

8

「
物
解
」
は
「
物
船
」
が
正
し
い
。

一
九
八

ロ

註
③
③
は
註
文
を
闘
い
て
い
る
。

二
O
八

7

「
曲
律
皇
帝
」
に
附
し
た
註
①
は
註
文
を
闘
い
て
い
る
。
た
だ

し
曲
律
皇
帝
に
つ
い
て
の
註
は
第
三
冊
二
三
七
一員
七
行
に
あ
る
。

二
二
四

6

「
末
枝
」
は
「
末
技
」
が
正
し
い
。

二
七
一

7

「元
貿」

は
「
不
賞
」
が
正
し
い
。

二
九
四

日

こ
の
「
総
司
」
も
第

一
冊
二
八
四
頁
の
「
総
司
」
と
同
じ
よ
う

に
解
し
て
あ
る
が
、
こ
の
場
合
の
「
総
司
」
に
つ
い
て
は
筆
者
に
も
未
詳

で
あ
る
。
原
文
に

「
総
司
街
門
」

と
あ
る
の
で
、
こ
の
総
司
は
或
は
街
門

(
燃
の
脅

-139ー
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を
修
飾
す
る
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
総
司
街
門
は
元
締
め
の
街
門
と
い
う
よ
う
な
意
味

に
な
る
で
あ
ろ
う
。

三
二
七

9

「
宣
使
は
行
省
の
下
級
官
人
(
首
領
官
)
で
あ
る
」
と
あ
る
が
、

宣
使
は
中
書
省
を
は
じ
め
一
定
の
上
級
街
門
に
配
置
さ
れ
て
あ
る
上
意
下

達
の
使
者
要
員
で
あ
っ
て
、
奏
差
な
ど
と
共
に
特
殊
吏
職
グ
ル
ー
プ
を
形

成
す
る
。
そ
れ
故
首
領
官
の
範
時
に
は
含
め
な
い
方
が
よ
い
と
思
う
。

一
一
一
一
一
一
一
日
「
界
内

管
制
閣
内
と
い
う
に
同
じ
」
と
あ
っ
て
、
界
内
を
管
制
問

境
界
内
の
意
味
に
解
し
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
は
任
期
内
の
意
味
に
解
す

る
の
が
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

三
三
七

9

「
明
日
」
は
「
明
白
」
が
正
し
い
。

三
四
一

「
順
不
」
は

「
順
元
」
が
正
し
い
。

8 第
三
冊

1

「
迭
っ
て
諸
路
の
監
察
提
穆
司
の
申
に
嬢
れ
ば
」
は
「
迭
っ
て

銭
け
た
阻
画
祭
提
穆
司
の
申
に
」
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

〈
原
文
〉
迭
按

諸
路
盤
謬
提
穆
司
申
。

一一一一
一一

7

書
吏
に
註
し
て
「
・
・
吏
か
ら
官
に
登
ろ
う
と
す
る
者
は
、
必

ず
一
度
は
書
吏
を
経
験
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
」
と
あ
る

が
、
こ
れ
は
書
吏
を
経
由
し
て
官
に
登
る
脅
吏
は
エ
リ
ー
ト
コ

l
ス
を
辿

っ
て
い
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
と
い
う
趣
旨
の
拙
稿
を
誤
解
し
た
表
現
で

あ
る
。

三
五

6

「
右
丞
」
は
文
意
か
ら
す
れ
ば
「
右
丞
相
」

と
あ
る
べ
き
で
あ

ろ
う
が
、
元
仙
人
宰
相
年
表
に
は
、

W

惜
底
知
見
が
右
丞
相
に
な
っ
た
形
跡
は
な

-u 

，じ

一

六

二

「

奏

恰

」

は

「

奏
阿
」
が
正
し
い
。

二

二

七

「

納

得

」

は

「

納

者
」
が
正
し
い
。

二
五
九

「
委
ね
て
提
剰
の
部
官
自
ら
事
を
主
り
」
は
「
提
調
の
部
官
と

主
事
と
に
委
自

(
ゆ
だ
ね
る
)
す
」
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

〈
原
文
〉

委
白
提
調
部
官
主
事
。
な
お
六
部
に
は
そ
れ
ぞ
れ
部
内
で
は
最
高
の
首
領

官
で
あ
る
主
事
が
置
か
れ
て
あ
る
。

(牧
野
修
二〉

13 9 8 
中
園
村
落
と
共
同
般
理
論

旗

税

事正

-140-

回

昭
和
四
十
八
年

書
庖

A
5
判

東

京

岩

波

一
一
一
一
頁

私
が
本
書
を
繕
い
て
一
ば
ん
一気
に
な
る
の
は
、

第
一
部
中
薗
村
落
の
研
究
視

角
(
第
一

・
二
・
三
章、

三
l
四
九
頁
)
で
は
、
ひ
ろ
く
中
園
村
落
に
ふ
れ
で

あ
る
が
、
第
二
部
中
園
村
務
の
共
同
慢
的
性
格
に
つ
い
て
の
倹
討
(
第
四
1

八

章
、
五
三
|
二
六
二
頁
〉
|
|
こ
れ
こ
そ
木
盟
国
が
高
く
許
償
さ
れ
る
傑
出
し
た

論
稿
で
あ
る
が
ー
ー
は
、
華
北
農
村
調
査
要
闘
で
一
不
さ
れ
た
よ
う
に
、
河
北
の

順
義

・
良
郷

・
綾
城
・
日
日
繋
・
静
海
五
勝
(
五
カ
村
)
と
山
東
の
歴
城
・
思
懸

二
勝
(
四
カ
村
)
の
調
査

(
尤
も
近
彬
村
落
の
調
査
が
成
々
で
み
え
る
よ
う
だ

が
)
に
主
と
し
て
限
ら
れ
た
も
の
で
、
そ
れ
を
表
題
に
あ
え
て
「
中
園
村
落
」

の
名
で
論
述
を
す
す
め
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
華
北
村
落
の
共
問
機
的
性
格
の

検
討
だ
け
か
ら
、
華
中
南
や
東
北
地
区
の
村
落
の
そ
れ
を
も
含
み
う
る
よ
う
な


